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■田村市の緑地率の緩和について

区域の範囲

改正前 改正後

環境施設面積率
（うち緑地面積率）

環境施設面積率
（うち緑地面積率）

都
市
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準工業地域
25%以上

（20%以上）

15%以上

（10%以上）

工業専用地域
工業地域

用途地域の定めのない地域
25%以上

（20%以上）

10%以上

（5%以上）
都市計画区域外の地域

本市では、工場用地の効率的な活用及び緑地等の設置費用の負担軽減と企業立地の促進を図るため、工場立地法により
設置が義務付けられている緑地等の面積率を「田村市工場立地法準則条例（令和2年3月19日施行）」により緩和しました。
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